
書式第8号 (法第10条・第25条関係)

事業計画書

1事業実施の方針                                  i
設立初年度は現在も継続しているイベント参加活動に加え、クラブ所有車の購入やJAF公認クラブ化、

活動を知ってもらうための広報活動を行う。

2事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【1,1001千円 )

4年度

W

W

設立 中定:款嶺更用

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数 軸鐵鯛

難握敗
事業費
(千円)

毎 日

9‐17時

事務
所口当
法人
SNS

1人

多摩地
区を中
心に購
入を考

;

えてい
る市民

10人程
度

＾
Ｕ

＾
Ｕ

自動車等の
モータース
ポーツ振興

事業

スポーツ走行用の車両
の購入、維持、メンテナ
ンス、チューニングにつ
いての相談を事務所や
SNSなどにおいて行う。
私生活との兼ね合いも
考え、車の使用頻度や
サーキット走行における
タイムロ標や本人の年
収による購入金額や維
持費などを状況に応じた
適切な車種を実体験を
踏まえて紹介することに
よって車の購入を促し、
日本の自動車産業の更
なる発展やモータース
ポーツ人口の増加に貢

献をする:

毎月1回予定開催されて
いる各サーキットでのイ
ベントや実際のサーキッ
ト走行の車載勤画を法
人HPやSNSやYoumbe
で広報することによって
モータースポーツを身近レ

に感じてもらう。

毎月1

回を予
定

当法人
SNSE
当法人
HP・

事務所

SNSttl

用者・

当法人
HP閲覧

者

10000
人程度



▼

V

各サーキットで行われ
る走行会に団体として
参加する。団体割引や
枠貸し切りや経験:者に
よるドライビングアド
バイス等の初心者支援
等を行い、敷居が高い
と思われているサー

キットにおけるスポー
ツ走行に対するイメー
ジを改善し、スポーツ
走行がしやすい環境を

提供する。

毎月1

回を予
‐
却ヒ

本庄サー
キット(旧
GOLDEX
本IEモー
ターパー
ク)。

茂原ツイ
ンサー
キット

3人

多摩地
区の
サー

キット
走行に

興味が
ある市

民

∞人程
0

通常のレンタカーでは
サーキットにおけるス
ポーツ走行を禁止して
いるため、自分で車両
を所有していない方や
普段と違つたスポーツ
車両に乗りたい方を対
象に当法人所有のサー

キットレンタカーの貸
出を行い、お手軽に

サーキットでスポーツ
走行を体験してもら

つ 。

走行会
主催時
または
走行会
参加時

本庄サー

キット(旧
GOLDEX
本庄モー

ターパー

ク)。

茂原ツイ
ンサー

キット

5人

多摩地
区の
サー

キット
走行に

興味が
ある市
民

20人程
度

500

自動車等の

イベントに

関する企

画、運営事

業

自動車に興味を持つて
もらうためのイベント
を行う。ドリフトやグ
リツプの同乗走行や子
供でも体験できるレー
シングカート走行会、
FlやSUPER GTな どの
有料レース配信の観戦

ための場所の提供、交
通安全教室などを行い

自動車文化や交通安全
に興味を持つ機会を新

たに作る。

毎月1

定

本庄サー

キット(旧
GOLDEX
本庄モー

ターパー

ク)。

茂原ツイ
ンサー

キット・

クイック
羽生 。F.

ドリーム
平塚・武
蔵村山市
内の各小
中学校(武
蔵村山市
立小中―

貫校村山
学園・武
蔵村山市
立小中―

学園第七
小学校等)

10人
イベン
ト参加
者

100人
程度

600



ヨ 動車ロロ

発Eヨ彙

誰もが安全に自動車文
化に関われるようにす
るためには事故の根絶
を目指さなければなら
ない。そのために交通
安全に関して当法人は

事故になりそうなヒヤ
リノヽッ
起きた事故映像を用い
て防衛運転の解説、教
習所で習つたが忘れが
ちな車のメンテナンス
や二次事故防止や人命
救助等の復習、全国交
通安全運動への参加、
自動車のみならず自転
車や歩行者の交通ルー

の

実践の呼びかけ等を行
い、事故の根絶を目指

す。

毎日
9‐17

時・交
通安全
週間

(春、
カ

SNS禾 1」

用者・

当法人
HP閲覧

者

当法人
SNS・ 当
法人HP

10人
10000
人程度

ｎ
）

゛

▼

(2)その他の事業 (事業員の総費用 【0】 千円)

日時 □覗
千 円

寄附された

物品の販売

オイルメーカーからのオイル等、スポン
サーや会員から寄付された物の中で運営が
必要としている以上にもらつたものを販売

に当てる。

毎日9
時～17

時
目翻団 1人 ｎ

）



書式第8号 (法第10条・第25条関係)

設立・定款変更用

5年度 事業計画書

特定非営利活動法人三塁型4ニシング盗三2:

1事業実施の方針

設立2年 目は前年度の実績を踏まえ、更に大規模なイベントの開催。また、Eモータースポーツ事業を
開始し、場所の確保や、学生のクラブ参加者を増やせるよう努力する。

2事業の実施に関する事項

V

つ

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時

毎日
9‐17時

場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

自動車等の
モータース
ポーツ振興

事業

スポーツ走行用の車両
の購入、維持、メンテナ
ンス、チューニングにつ
いての相談を事務所や

・SNSなどにおいて行う。
私生活との兼ね合いも
考え、車の使用頻度や
スポーツ走行におけるタ
イムロ標や本人の年収
による購入金額や維持
費などを状況に応じた適
切な車種を実体験を踏
まえて紹介することに
よって車の購入を促し、
日本の自動車産業の更
なる発展やモータース
ポーツ人口の増加に貢

献をする。

事務
所・当
法人
SNS

1人

多摩地
区を中
心に購
入を考
えてい
る市民

10人程
□

0

毎週開催されている各
サーキットでのイベント
や実際のサーキット走行
の車載動画を法人HPや
SNSや Woutubeで広報
することによつてモー

タースポーツを身近に感
じてもらう。

毎月1

回を予
定

当法人
SNS・

当法人
HP口 事

務所

1人

SNS和l

用者ロ

当法人
HP閲覧
.者

10000
人程度



▼

毎月1
回を予

定

本庄サー
キット(旧
GOLDEX
本庄モー
ターパー
ク)・

蔵源 ツイン
サーキット

3人

多摩地
区の
サー

キット
走行に

興味が
ある市
民

30人程
r==¬

Li」

毎週1
回を予

定

各小中学
校 。茂原ツ
インサー

キット・本
庄サーキッ

ト(旧
GOLDEX
本庄モー

ターパー

ク)

3人

多摩地
区の小
中学

生 。高
校生・

サー

キット
イベン
ト参加
者

40名程
「
ヨ

Ｆ
Ｆ

走行会
主催時
または
走行会
参加時

各サーキットで行われ
る走行会に団体として
参加する。団体割引や
枠貸し切りや経験者に
よるドライビングアド
バイス等の初心者支援
等を行い、敷居が高い
と思われているサー

キットにおけるスポー
ツ走行に対するイメー
ジを改善し、走行がし
やすい環境を提供す

る。

Eモータースポーツ用
のシミュレーター機材
を法人で所有し、小中
学校で展示や、サー
キットイベント時に展
示等を行う。また、展
示だけでなく実際に
レーシングシュミレー
ションソフトを体験し
てもらいモータース

ポーツの楽しさを体験
してもらう。

通常のレンタカーでは
サーキットにおけるス
ポーツ走行を禁上して
いるため、自分で車両
を所有していない方や
普段と違ったスポーツ
車両に乗りたい方を対
象に当法人所有のサー
キットレンタカーの貸
出を行い、
ポーツ走行を体験

もらう。

1-~7
:●

^
し て

毎月1

回を予
‐
川已

本庄サー
キット(旧

GOLDEX
本庄モー
ターパー
ク)・

茂原ツイン
サーキッ
ト・クイッ
ク羽生・F.

ドリーム平
塚・武蔵村

イベントに

関する企

画、運営事

業

F=]

自動車に興味を持つて
もらうためのイベント
を行う。ドリフトやグ
リップの同乗走行や子
供でも体験できるレー
シングカート走行会や
Eモータースポーツ展
示や体験、FlやSUPER
GTなどの有料レース配
信の観戦を子供連が無
料で観るための場所の
提供、交通安全教室な

300

■0人

180

イベン
ト参加
=■ヨ

100人
程度

600

ｎ
）

本庄サー
キット(旧
GOLDEX
本庄モー
ターパー
ク)。

蔵源 ツイン
サーキット

5人

多摩地
区の
サー

キット
走行に

ある市
ロコ
r、

20人1三
r「]¬

L三」

V



▼

\-/ e)

どを行い自動車文化に
興味を持つ機会を新た

に作る。

山市内の各
小中学校

小中―

貫校村山学
園・武蔵村
山市立小中
一貫校大南
学国第七小
学校等)

誰もが安全に自動車文
化に関われるようにす
るためには事故の根絶
を目指さなければなら
ない。そのために交通
安全に関して当法人は
事故になりそうなヒヤ
リ八ット映像や実際に

起きた事故映像を用い

て防衛運転の解説、教
習所で習ったが忘れが
ちな車のメンテナンス
や二次事故防止や人命
救助等の復習、全国交

毎日
9‐17

時・交
通安全
週間

(春、

杓

当法人SNS
。当法人

HP 10人

SNS利
用者・

当法人

rロ

=三

】

自動車のみならず自転
レー

ルの遵守交通マナーの
実践の呼びかけ等を行
い、事故の根絶を目指

す。

■0000
メ、程度

ｎ
Ｖ

定款に記載
された
事業名

目雲コ困 日時 場所
従事者
人数 円

寄附された

物品の販売
事業

オイルメーカーからのオイル等、スポン
サーや会員から寄付された物の中で運営が

としている以上にもらったものを販売
し運営費に当てる。

毎日9
時～17

時
目□団

【0】 千円)



書式第 10号 (法 第 10条 。第25条関係)

4生 麿  活 動 手 官 毒 r

V

V

科 目
黛  ロ 小計・ 合計 會  願 小計・ 合計

合計

1∞ ,(XЮ

120,(XЮ

堂 ユ 四 0 22● 000

1∞ ,∝Ю

画』曖」 0

0

自動車等のモータースポーツ振興事業収益

自動車等のイベン トに関する企画、運営事業収益

自動車等の安全運転啓発事業収益

受取補助金

受取利息

□

正会員受取会費

賛助会員受取会費

受取寄附金

施設等受入評価益

5∞,00()

30Q000

L■■■」 0 測0,0∞

劇L」Lil 1.17Ю・瞑Ю

会議費

旅費交通費

施設等評価費用

滅価償却費

印刷襲本費

安全運転活動用車両用 駐車場賃借費

安全運転活動用車両維持費

レンタカー (ス ポーツ走行体験用)維持費

レンタカー (ス ポーツ走行体験用)購入費

サーキット賃借費

給料手当

役員報酬

退職綸付費用

福利厚生費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

消耗品費

水道光熱費

通信運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

∞,(χЮ

l∞ ,(χЮ

5(,,(XЮ

2∞,(XЮ

αЮ,000

1,1観 田 )

■1軋 om

1,100,∝ Ю

1,100,0(HD

0

●

1,11,0,1,01, 1.1口,0田

過年度損益修正益

災害損失

当 期 経 常 外 増 減 額 【C

E理 区 分 撮 薔 顕 ・・ く

L亜■」 触 000

設立時工味財産額 ・・・⑥

70,000

100,000



書式第 10号 (法第 10条 。第25条関係)

5年度 活動予算書 (その他事業が盪登場合)

‖pO法人エヌ

V

ゝノ

科目
, 颯 小計・ 合計 會  ■ 小計・曾計

合計

巨 巴 Ш 妬0,0∞

0

0 0

自動車等のモータースポーツ振興事業収益

自動車等のイベン トに関する企画、運営事業収益

自動車等の安全運転啓発事業収益

受取補助金

600,(XЮ

300,000

受取利息

正会員受取会費

賛助会員受取会費

100,000

150,000

受取寄附金

施設等受入評価益

Ш』L」

10,000

lQ uЮ 91■

“

Ю

0

1.lm.ooo LLШ 1,11田′00

0

会議費

旅費交通費

施設等評価費用

減価償却費

印刷製本費

安全運転活動用車両用 駐車場賃借費

安全運転活動用草両維持費

レンタカー (スポーツ走行体験用)維持費

サーキット賃借費

安全運転講習用VRシ ミュレータ購入費

給料手当

役員報酬

退職給付費用

福利厚生費

給料手当

退職綸付費用

福利厚生費

消耗品費

水道光熱費

通信運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

80,000

50,000

50,000

600,000

3α),(XЮ

1.:コ●|.瞑Ю

1,OЮ,000

1,(BO,ⅨЮ

1,080,αЮ

0

直■」L」 ULユ颯上国

過年度損益修正益

災害損失

~~両
面雨¬

出X■」 田 ,0∞

50,0001■■|●:


